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 都市機能誘導区域 (1)

 計画区域内の都市機能誘導区域外で誘導施設の整備を行う場合は、都市再生特別措置法第
１０８条の規定に基づき、行為に着手する３０日前までに市への届出が必要となります。 

 届出の対象となる行為は以下のとおりです。 

 

【開発行為】 

・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合 
 
【建築等行為】 

・誘導施設を有する建築物を新築する場合 
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 
・建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市機能誘導区域外
で誘導施設を整備す
る場合は、届出が必
要です 

 

都市機能誘導区域で
も、当該区域の誘導
施設として指定され
ていない誘導施設を
整備する場合は、届
出が必要です 

 

当該都市機能誘導区
域で指定されている
誘導施設を整備する
場合は、届出は不要
です 

 

都市機能誘導区域① 

都市機能誘導区域② 

都市機能誘導区域外 

○ 前橋市⽴地適正化計画

 

 
 7．届出制度 ● 069  
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 居住誘導区域 (2)

計画区域内の居住誘導区域外で一定規模以上の住宅開発を行う場合は、都市再生特別措置
法第８８条の規定に基づき、行為に着手する３０日前までに市への届出が必要となります。 

届出の対象となる行為は以下のとおりです。 

 

【開発行為】 

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合 
・1戸又は 2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000㎡以上のもの 

 

 

 

 

【建築等行為】 

・3戸以上の住宅を新築する場合 
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して 3戸以上の住宅とする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

３戸以上の開発行為 

  

 
1,000 ㎡以上の 

1～2 戸の開発行為 

1,000 ㎡未満の 

1～2 戸の開発行為 

3 戸以上の建築等行為 

 

1～2 戸の建築等行為 
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【建築等行為】 

・3戸以上の住宅を新築する場合 
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して 3戸以上の住宅とする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

３戸以上の開発行為 
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1～2 戸の開発行為 
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1～2 戸の開発行為 
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○ 前橋市⽴地適正化計画
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